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対 EU輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱いについて 

 

 

 

 標記については、EUとの協議の結果、別紙のとおり「対 EU輸出食肉製品、乳

製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」を定めたので、日本から EUに輸出され

る食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品については、本要綱に基づき対応いた

だくとともに、関係事業者への周知等について、特段の配慮をお願いします。 

  

 

 


